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地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

・高齢者見守りネットワーク事業に
　おいては，実態把握のほか，地
　区担当の民生委員や町会関係
　者等と地域包括ケアを意識した
　連携を図り，見守り体制を強化
　する。
・個々の町会役員や民生委員との
　連携のほか，町会や地区組織単
　位での連携を密にする。
・地区住民組織への定期訪問のほ
　か，事業の側面的な支援により，
　ネットワークの強化を図る。
・地域密着型サービス事業所の運
　営推進会議に参加し，事業所と
　の連携のあり方を検討し，ネット
　ワークを構築する。

・民協定例会へ参加し情報提供を
　行うことで，民生委員との連携を
　強化する。
・ふれあい会食や町会等行事への
　協力や参加により，町会や在宅
　福祉委員との連携を強化する。
・研修会の参加の呼び掛けや情
　報提供により，医療介護従事者
　との連携を強化する。
・ちらしによる所在地や役割の周
　知や認知症サポーター養成講
　座の実施により，新規ネットワー
　クの構築を図る。
・各機関へ地域ケア会議の参加を
　呼び掛けることで，既存のネット
　ワークの連携を強化し，新規ネッ
　トワークの構築を図る。

・高齢者見守りネットワーク事業を
　計画に沿って実施するほか，民
　生委員との情報交換を通じ，セ
　ンターの活動について周知を図
　る。
・新たな団体との懇談会開催等，
　連携体制構築についての検討
　を行う。
・地域密着型サービス事業所にお
　ける運営推進会議への参加を
　通し，連携体制の強化を図る。

・地域ケア会議の開催，見守りネッ
　トワーク事業の継続，地域密着
　型サービスによる運営推進会議
　への参加，ふれあい給食会への
　参加を通し，民生委員や町会関
　係者等，地域とのネットワーク強
　化に努める。
・地域ケア会議の開催，各種専門
　団体との懇談会や研修会の企
　画・参加等を通し，専門職との
　ネットワーク強化に努める。

・地域ケア会議，高齢者見守りネッ
　トワーク事業の実施を通し，民生
　委員や町会役員，在宅福祉委員
　との懇談会等により，相談，支援
　情報提供などの連絡体制を整え
　ることで，ネットワークの構築を図
　る。
・居宅介護支援事業所や介護
　サービス事業所，医療機関等と
　の連携の強化を図る。
・事業の実施を通じて，行政との
　連携を図りやすいよう基盤づく
　りを行う。今年度配置された家
　族介護支援員との連携を図り，
　迅速な対応に努める。

・地域密着型サービス運営推進
　会議への参加
・地域ケア会議の開催
・民生児童委員定例会議への
　参加
・各関係機関主催事業へ出前講
　座として講師を派遣

あさひ こ　ん 厚生院 西　堀 よろこび

・はつらつチェックシート配付者
　の他，必要時，実態把握や非
　該当者から，二次予防事業対
　象者の把握を行う。
・通所型介護予防事業所等の担
　当者との連携を図り，情報共有
　シートの作成を行うほか，フォー
　マルサービスや地域活動等の
　勧奨・調整を行う。
・プログラム終了者が利用できる
　社会資源の把握と情報共有を
　行う。

・介護予防ケアプランの作成にお
　いては，対象者を定期的にモニ
　タリングし，適宜担当者会議を実
　施する。
・事業が継続ができない者へは，
　医療機関との連携や，要介護認
　定申請，各種サービス等への支
　援を行う。
・個人の状況や希望により，社会
　資源の情報提供や，新たな社会
　資源の開発に努める。

・二次予防事業対象者に対し，体
　験利用や見学を通じ，利用支援
　を行うとともに，ケアマネジメント
　を実施する。
・事業終了後の評価を行い，フォ
　ーマルサービスや地域活動の
　利用を勧奨し，今後の生活支
　援を行う。
・事業未利用者に対し，健康づく
　り教室の利用勧奨や社会資源
　の情報提供等，フォローアップ
　を行う。

・二次予防事業対象者宅への戸
　別訪問を行い，通所型もしくは
　訪問型介護予防の利用を促し，
　利用希望者へ介護予防ケアマ
　ジメントを行う。
・事業の利用を希望しない対象
　者のフォローアップとして，健
　康づくり教室の勧奨や，在宅
　高齢者向け事業についての情
　報提供，東部保健事務所との
　情報共有を図る。

（２）総合相談支援業務

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
表
作
成
件
数

計画表作成件数：５６件 計画表作成件数：１１７件 ケアプラン作成計画：１３４件 ケアプラン作成計画：１８４件 ケアプラン作成計画：４６件 ケアプラン作成計画：３５件

・一次アセスメントに基づき本人と
　一緒に実現可能な目標を設定
　し，ケアプランを作成し，通所型
　介護予防事業参加の支援を行
　う。
・終了者に対しては評価を行い，
　必要に応じて健康づくり教室等，
　各種事業の紹介を行う。
・通所介護予防事業につながらな
　い高齢者に対し，様々な地域活
　動の参加を勧奨する。

・二次予防事業対象者に対し，介
　護予防事業利用の個別勧奨を
　行い，利用決定者については
　適切な介護予防プランを作成
　する。
・プログラム終了後に評価を行い，
　利用者の状態が維持できるよう
　社会資源の活用を勧奨する。
・プログラム終了後に活用できる
　社会資源の把握や開発の試み
　を行う。

平成２６年度　函館市地域包括支援センター事業計画について(要点抜粋)

１　包括的支援事業

（１）介護予防ケアマネジメント業務
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・地域ネットワーク構築業務を通し
　ての関係機関との連携を強化
　する。
・職員の相談対応技術等に関する
　技能向上を図るため，各種研修
　会等へ積極的に参加する。
・ブランチについては，地域に根
　ざした相談受付窓口としての役
　割を明確にし，センターが行う
　業務への円滑な引き継ぎや，積
　極的な協力を行う。

広
報
活
動

・広報誌の発行（年２回）
・出前講座や各種事業において，
　センターの役割について説明す
　る。
・権利擁護業務や介護保険制度
　についても啓発を行う。

・広報誌の発行（年３回）
・センターの役割や相談方法，介
　護技術，函館市保健福祉サー
　ビス，認知症，高齢者虐待防
　止，消費者被害，地域ケア会
　議，各種事業の開催案内や実
　施報告，地域包括ケアの推進
　に関する情報等を，広報誌や
　リーフレット，出前講座等を通じ
　て広報する。

・広報誌の発行（年２回）
・広報誌の掲載等ホームページ
　を活用し，活動内容等について
　広報を実施。
・高齢者虐待，成年後見制度，消
　費者被害，在宅高齢者等福祉
　サービス等のテーマについて，
　地域での出前講座を実施する。

・機関紙発行（年３回）
・ホームページを活用し，センター
　の業務や活動内容を周知する。
・高齢者見守りネットワーク事業の
　実態把握対象者へ，センターの
　業務や活動内容を周知する。
・ふれあい給食会や出前講座等，
　地域での活動を行う際に，セン
　ターの業務や活動内容を周知
　する。

・機関誌発行(年２回)
・パンフレットを作成し，地域住民
　や民生委員，町会等へ配付す
　る。
・サポーター養成講座を通した認
　知症ケアの啓蒙・普及をする。
・健康づくり教室，高齢者見守り
　ネットワーク事業において，セン
　ターの役割を周知する。

・センター独自の広報誌やチラシ
　等を作成し，関係機関および公
　共施設に配付するほか，函館
　市社会福祉協議会の広報媒体
　を有効に活用し，センターにつ
　いての周知を行う。
・民生委員児童委員協議会定例
　会に参加し，活動内容等の周
　知を行う，
・出前講座等の各種事業におい
　て，センターの役割や介護保
　険制度，介護用品や介護技術，
　成年後見制度や消費者被害等
　について啓発を行う。

総
合
相
談

・ワンストップサービスが実現でき
　るよう，地域の社会資源等の情
　報を収集し，訪問を原則として
　生活状況に応じた支援を行うこ
　とで，信頼される体制づくりを強
　化する。
・他センターへの相談が必要な
　場合は，新たな相談機関の情
　報と理由を説明し，了解を得た
　うえで紹介し，必要であればモ
　ニタリングを継続する。
・社会資源の情報を整理し，必
　要な情報を相談者に的確に提
　供できるよう整備しておく。

・新規相談対応のための職員を輪
　番制で配置し，夜間および休日
　は携帯電話への転送により相談
　に応じるなど，２４時間３６５日の
　相談体制を確保する。
・緊急性については，複数職員ま
　たは多職種で判断する。
・自立支援，権利擁護の視点をも
　って相談援助を行い，地域の多
　様な社会資源の活用を図る。

・電話・来所・訪問等による相談受
　付の実施や，相談内容の的確な
　把握，介護保険・函館市在宅高
　齢者等サービス等について関係
　機関と連携し，適切な調整を実
　施するなどして，総合相談を適
　切に実施する。
・本体・ブランチ間での情報共有
　の徹底や，センター全体の対応
　力向上に向けた事業所内での
　勉強会等の実施，近隣町会や
　民生委員との懇談体制の構築，
　地域ケア会議の開催により，相
　談体制強化への取り組みを行
　う。

・ミーティングや権利擁護モニタリ
　ング判定会議における困難事例
　の共有により，支援の方向性の
　検討や確認を行い，職員のスキ
　ルアップと個々の力量の平準化
　を目指す。
・総合相談コーディネーターを配
　置することで，窓口を一元化し，
　関係機関との連携をスムーズに
　行う。
・総合相談受付マニュアル，在宅
　高齢者サービスマニュアルの更
　新と周知を行うほか，地域の社
　会資源の情報整備を行う。

・関係団体と定期的な懇談を図り，
　相談対応体制の充実に努める。
・相談内容に応じて，事業所内で
　の解決が困難な場合，または，
　他機関の協力の必要性が考え
　られる場合は適切な機関へ紹介
　する。
・自主研修会開催や外部研修会
　への参加を通じ，相談援助職と
　してのスキル向上，知識の習得
　を図る。
・地域における多様なニーズの把
　握や社会資源の整理，開発を
　行う中で，地域課題や個別課題
　を抽出し，関係団体と解決に向
　けていく。

台帳作成件数：６１７件

・地域のネットワーク基盤を活用
　し，高齢者の変化に迅速に気づ
　き情報を共有することで，的確な
　時期に実態把握を行える体制づ
　くりを目指す。
・在宅高齢者等保健福祉サービス
　利用者のモニタリングや各種
　事業を通じての実態把握を進め
　る。
・過去１年間で代行申請の依頼を
　受けたがサービスは未利用の
　ケースについて，モニタリングを
　実施し，必要があればサービス
　利用につなげる。

・高齢者の生活場面へ出向き，面
　接により実態把握を行う。
・高齢者見守りネットワーク事業を
　通じたアウトリーチにより，実態
　把握を行う。
・高齢者の生活実態から，本人や
　地域の強みを見い出す。
・効果的・効率的な実態把握に必
　要なスキルを全職員が身につけ
　る。

・函館市在宅高齢者等サービス利
　用者の実態把握。
・高齢者見守りネットワーク事業に
　よる実態把握。
・介護予防支援・二次予防事業利
　用者についての定期的な実態把
　握。
・地域・民生委員との連携による実
　態把握。

・介護保険更新時，モニタリング実
　施時，状態変化時に実態把握を
　行い，予防支援事業やその他の
　支援を継続する。
・高齢者見守りネットワーク事業に
　よる実態把握。
・在宅高齢者等サービス利用者の
　モニタリングによる実態把握。
・各種事業の実施において，外部
　での活動を行った際に，実態把
　握を行い，必要時支援を行う。
・センターで把握する要介護高齢
　者への継続的な実態把握。

・地域の高齢者の相談機関とし
　て，利用しやすい環境体制を確
　立し，つながりが絶えないコミュ
　ニティーを形成し，地域住民から
　情報を提供してもらえるよう，セ
　ンターの機能の充実を推進す
　る。
・高齢者見守りネットワーク事業や
　在宅高齢者等サービス利用者
　への支援を通じて実態把握を行
　う。
・要介護認定を受けながらサービ
　スを利用していない対象者に対
　し，定期的な電話や訪問を実施
　する。

・高齢者見守りネットワーク事業の
　実施による実態把握。
・在宅高齢者等サービス利用者の
　モニタリングによる実態把握。
・民生委員や町会をはじめとした
　関係機関等からの情報提供に
　応じて，随時戸別訪問を実施。
・圏域の高齢者宅を随時訪問し，
　実態把握を行う。
・函館市社会福祉協議会各支所
　と地域の高齢者の情報を共有
　し，効果的・効率的に実態把握
　を行う。

台帳作成件数：８１１件

実
態
把
握

台帳作成件数：９９３件 台帳作成件数：２，４０７件 台帳作成件数：２，３７６件 台帳作成件数：３，２７３件

（２）総合相談支援業務
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個
別
支
援

・困難事例の検討や主治医への
　連絡調整など，個々の介護支援
　専門員への支援窓口を随時開
　設し，相談・助言を行う。
・必要に応じて，利用者宅への同
　行訪問や関係機関との調整を図
　る等，介護支援専門員が困難と
　感じている内容について支援す
　るとともに，困難ケースを抱える
　介護支援専門員の資質向上の
　支援を図るために地域ケア会議
　を開催する。

・地域ケア会議の開催や，個々の
　介護支援専門員からの相談が寄
　せられやすい環境を整備するこ
　とで，介護支援専門員に対する
　日常的個別相談への対応，困
　難事例等への助言を行う。
・環境整備のために，介護支援専
　門員の抱える課題を把握すると
　ともに，センターでの個別支援
　事例を情報提供し，ニーズの共
　有を図る。

・毎日，介護支援専門員からの相
　談受け付け担当職員を常駐で
　きる体制を整える。
・支援を必要とする事例のカンファ
　レンスへの参加，同行訪問を実
　施する。
・各種研修会への参加やセンター
　内での勉強会の実施，主任介
　護支援専門員部会での事例研
　究の推進により，介護支援専門
　員支援の対応力の強化を図る。

・地域の介護支援専門員への支
　援や相談の窓口であることを，
　研修会や事例検討会で啓蒙・
　周知する。
・支援困難ケースの把握に努め，
　担当者会議を開催し，介護支援
　専門員の後方支援を行う。
・センター内での事例検討やコア
　メンバーによるカンファレンスの
　開催等により，介護支援専門員
　への個別指導，支援強化のため
　の質の向上を図る。

・懇談会・研修会の開催や，ケー
　ス支援を通じての連携，共同作
　成したサービス情報一覧の更
　新，主任介護支援専門員との事
　例検討会，地域ケア会議の開催
　等により，介護支援専門員との連
　携体制構築に向けた取り組みを
　行う。
・研修会や事例検討会の開催によ
　り，介護支援専門員の資質の向
　上に向けた取り組みを行う。
・地域ケア会議の開催により，地域
　との連携体制の構築に向けた取
　り組みを行う。

・虐待と支援困難事例をテーマに
　圏域の居宅介護支援専門員を
　対象とした事例検討会を開催し，
　地域におけるネットワークの構築
　・活用を図る。
・事例検討会の開催にあたって
　は，主任介護支援専門員と連携
　し，支援ケースのアンケートを実
　施し，分析・分類整理をする。

・ともにスキルアップをし，交流を
　図るため，圏域内の介護支援専
　門員を対象とした懇談会や事例
　検討会を開催する。
・行政，病院等関係機関とのネット
　ワーク構築を図る。
・地域の保健・医療・福祉サービス
　等に関する情報やインフォーマ
　ルサービスに関する情報の収集
　と提供を行う。
・主任介護支援専門員との情報交
　換，困難事例やケアプラン等に
　ついての指導・助言を通し，ネッ
　トワークの構築を行う。

・地域ケア会議を定期開催し，支
　援を必要とする高齢者に係る情
　報交換を行い，他職種で支援方
　法を検討することで，包括的か
　つ継続的なケアマネジメント体制
　を構築する。
・ケアマネジメント技術の向上を図
　るため，圏域内の介護支援専門
　員を対象に，困難事例への対応
　についての研修会を実施する。
・利用可能な介護保険事業所や
　新たに把握された社会資源等
　の情報について，随時圏域内の
　居宅介護支援事業所に情報提
　供できる体制を構築する。

・介護支援専門員からの個別相
　談を随時受け付け，必要に応
　じて，ケース検討や同行訪問，
　指導・助言を行う。また，地域ケ
　ア会議に参加する介護支援専
　門員との情報交換を積極的に
　行い，支援を必要とするケース
　の把握に努めるとともに，後方
　支援を行う。
・介護支援専門員への適切な個
　別支援を円滑に実施できるよう，
　必要なスキルアップ研修を受講
　し，資質向上に努める。

・担当地域の介護支援専門員の
　相談業務を行う。
・支援困難事例への後方支援を
　行う。
・個別のケアプラン作成指導，困
　難事例等の相談や同行訪問，担
　当者会議等への参加を行う。

ケアプラン指導研修開催回数：３回
（合同研修２回，圏域内１回）

ケアプラン指導研修開催回数：３回
（合同研修２回，圏域内１回）

・西部圏域の居宅介護支援事業
　所等との懇談会を開催し，事例
　検討等の学習会や情報交換を
　継続し，ネットワークを形成する。
　今年度は，主任介護支援専門
　員との関係強化を行う。
・地域における包括的・継続的な
　ケアを実施するために，介護支
　援専門員等と関係機関の連携
　を支援する。
・地域資源の確保が出来るように
　居宅介護支援事業所との情報交
　換を随時行う体制を構築するほ
　か，社会資源の情報を随時居宅
　介護支援事業所に還元する。

・家族親族に課題があるケース，
　権利擁護のケースをテーマに，
　圏域の居宅介護支援事業所を
　対象とした事例検討会を開催す
　るほか，主任介護支援専門員の
　交流・学習会や他職種交流・学
　習会の開催，ニューズレターの
　発行等により，圏域内の医療介
　護専門職の連携や資質向上を
　目的としたネットワークを築く。
・認知症のある人の在宅生活継
　続，住まいの住み替え，医療と
　介護の連携の課題と解決例を
　重点テーマとする。

（４）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
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体
制
構
築

ケアプラン指導研修開催回数：５回
（合同研修２回，圏域内３回）

ケアプラン指導研修開催回数：４回
（合同研修２回，圏域内２回）

ケアプラン指導研修開催回数：７回
（合同研修２回，圏域内５回）

ケアプラン指導研修開催回数：４回
（合同研修２回，圏域内２回）

・高齢者虐待対応は，高齢者虐待
　対応支援マニュアルを活用し，
　早期対応，支援終結に努める。
　また，センター内で情報共有し，
　課題解決に向けて適切な関係機
　関との連携，制度活用を実施す
　る。
・函館市要援護高齢者対策ネット
　ワーク協議会をはじめ，各種協
　議会への参加により，権利擁護
　に関わるネットワークの構築を図
　る。
・センター内，社会福祉士部会に
　て事例紹介を行い，支援方法や
　社会資源活用について，情報共
　有と分析を行う。

・高齢者虐待の相談・通報を受理
　した場合には，高齢者虐待対応
　支援マニュアルを活用し，市と
　連携し，円滑で迅速な支援を行
　う。
・権利侵害が疑われる事例や困
　難事例を把握した場合，速やか
　に実態把握を行うとともに，情報
　を分析し，他職種や関係機関と
　連携し，適切に支援を行う。
・地域住民に対する権利擁護業務
　についての周知を行うとともに，
　民生委員や町会との連携を密に
　し，消費生活センターや駐在所
　と情報共有を図るための体制を
　構築する。

（３）権利擁護業務
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権
利
擁
護
業
務

・権利擁護の支援が必要と判断さ
　れる場合は，関係機関と連携し
　た支援を行う。
・センター内や他センターの社会
　福祉士と情報交換や事例検討を
　行い，対応方法についての分析
　を行う。
・要援護高齢者対策事業の実施を
　通じ体制構築を図り，虐待対応
　支援マニュアルを活用しながら
　センター内で協議し対応に生か
　す。
・事業の実施を通して，成年後見
　制度や消費者被害の防止等，
　権利擁護に関する普及・啓発
　活動を行う。

・多職種での検討や各種ネットワ
　ークの活用，函館市高齢者虐待
　対応支援マニュアルに即した対
　応等により，課題重複ケースへ
　のチームアプローチを推進する。
・広報活動や地域ケア会議の開
　催，事例検討や学習会の開催を
　通して，早期発見・見守りネットワ
　ークの構築や保健医療福祉サー
　ビス介入ネットワークの充実，関
　係機関介入支援ネットワ－クの
　活用を行う。
・広報活動や学習会・地域ケア会
　議の開催により，権利擁護に資
　するフォーマルサービスの周知
　を行う。

・権利擁護事業の実施にあたって
　は，行政や各関係機関との迅速
　・適切な連携および調整を行う。
・センター内での事例検討の実施
　や函館市高齢者虐待対応支援
　マニュアルについての勉強会の
　実施，社会福祉士部会での事例
　報告のセンター内での活用，圏
　域内の事業所を対象とした研修
　会の開催等により，支援体制の
　構築と対応力の向上を図る。
・広報誌発行や出前講座を通し
　て，高齢者虐待，成年後見制
　度，消費者被害に関する啓発
　を行う。

・高齢者虐待対応については，
　函館市高齢者虐待対応支援マ
　ニュアルを活用し，速やかに函
　館市と連携し，情報収集や事実
　確認を行い，迅速かつ円滑に対
　応を行う。
・その他の権利擁護業務につい
　ても，センター内ミーティングを
　開催し支援の方向性を検討し，
　迅速かつ円滑に対応を行い，
　定期的にモニタリングを行いな
　がら支援を継続する。
・高齢者虐待，消費者被害，成年
　後見制度をテーマとした講座を
　開催する。（年１回）
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・民生委員や在宅福祉委員と連
　携を保ち，サービスが必要と考
　える高齢者の把握がスムーズに
　行われるようにする。
・相談があった場合には，実態調
　査を行い，サービスの利用調整
　を行う。
・モニタリングの際，必要時ケアプ
　ラン作成等の変更手続きを行う。
・機関誌の発行や出前講座等に
　より，広域的な周知を実施する。

・社協各支所実施事業と連携を図
　り，効果的に各種サービスの周
　知や利用希望者の把握，利用調
　整を行う。
・サービス利用者の実態把握及び
　モニタリングを実施する。
・出前講座開催時や民生児童委
　員協議会定例会開催時等に周
　知を行うことで，制度活用を図
　る。

（３）保健福祉サービス等利用調整
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利
用
調
整

・ネットワーク構築や広報活動に
　おいて，効果的なサービス利用
　について周知を図り，さらに，介
　護支援専門員や他機関と連携
　することで，適切なサービスの利
　用につなげる。
・定期的なモニタリングを実施する
　ことで，必要に応じたサービスの
　利用調整を行う。

・広報活動やネットワーク構築活動
　において，保健福祉サービス制
　度を周知する。
・実態把握時の適切なニーズ把
　握やモニタリングの実施を行い，
　適切なサービス利用調整を行う。
・事業所等との連携を強化し，継
　続利用者の適切で効果的な
　サービス利用を促進する。

・モニタリングを積極的に実施し，
　サービス内容の見直しを行うこと
　で，状況を的確に把握し，適切
　なサービス調整を行う。
・広報誌発行や出前講座実施を
　通して，在宅高齢者等サービス
　に関する啓発を実施する。
・実態把握業務や高齢者見守り
　ネットワーク事業を通じ，対象者
　に安心ボトルの配付を行う。

・モニタリングを計画的に行い，利
　用者の状況を的確に把握し，
　サービス内容の見直し等調整を
　行う。
・出前講座や機関誌で，在宅高齢
　者等サービスの周知を行う。

（２）住宅改修支援事業

住
宅
改
修
プ
ラ
ン
作
成

・ネットワーク構築や広報活動の
　実施において，地域住民・住宅
　改修に対する周知を図る。
・適切な実態把握を行い，個々人
　の生活に合った住宅改修に繋
　げる。

・心身状態や家庭生活，住環境
　を適切にアセスメントし，住宅改
　修工事の助言や住宅改修費支
　給申請に係る理由書を作成す
　る。
・広報誌への掲載や出前講座の
　開催を通して，地域住民に対し，
　住宅改修や福祉用具に関する
　知識や制度を紹介する。

・実態把握，アセスメントをもとに，
　必要な住宅改修についての相
　談，調整を行い，適切な住宅改
　修に向け，必要に応じて，PT・
　OT等専門職との連携を実施す
　る。
・利用者・家族への情報提供を的
　確に行い，業務の標準化・効率
　化を行うことで，住宅改修支援
　体制の強化を図る。
・広報誌の発行や出前講座を通
　じ，住宅改修に関する啓発を実
　施する。

・医療関係者，福祉用具事業者，
　施工業者等と連携し，住宅改修
　を行おうとする高齢者や家族へ
　適切な助言を行うとともに，住宅
　改修の申請に係る理由書の作成
　を行う。
・出前講座や機関誌で介護保険
　制度による福祉用具購入，福祉
　用具貸与，住宅改修の啓発活動
　を行う。

・機関誌やパンフレットの活用によ
　る制度理解の周知や住宅改修
　の申請に係る理由書等の作成
　を実施する。
・住宅改修全般に関する相談に
　対し，助言や介護保険制度の
　説明を行い，利用に結び付け
　る。
・住宅改修業者などの関係専門
　職種間と連携を図る。

・担当介護支援専門員のいない要
　介護者，要支援者の申請に係る
　利用書を作成する。
・住宅改修以外のサービス利用の
　必要性の有無についても専門的
　な観点で，多職種も含め対応の
　検討，必要な支援を行う。
・パンフレット等を用いて住宅改修
　に関する啓発を行う。
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家族介護教室開催予定：２回

・介護者自身のQOLが保障され，
　ストレスを溜めることなく家族介護
　を継続できるように支援するた
　め，家族を介護している方や地
　域住民等を対象に，施設見学，
　社会資源についての学習会，リ
　フレッシュ活動，認知症サポー
　ター養成講座等を実施する。
・介護者の身体にかかる負担を軽
　減できるように，広報誌等で介
　護技術や福祉用具の活用方法
　について周知する。
・職員の援助技術の向上のため，
　内部研修や事例検討を開催す
　る。

・在宅において介護している家族
　を対象に，本人と介護者にとって
　安全な身体介助技術の指導をテ
　－マに学習会を開催する。
・家族対象の講座等の情報を，民
　生委員や在宅福祉委員を通じて
　提供したり，広報誌やパンフレッ
　トにおいて介護技術や相談窓口
　を周知するなど，家族介護支援
　の必要性や介護技術等の啓発
　を行う。
・市の家族介護支援員と連携す
　る。

・在宅で介護を行っている方等を
　対象に家族介護教室を開催し，
　介護に関する知識や技術の周
　知を行う。
・広報誌やパンフレット等により，
　介護用品や介護技術等の介護
　知識の周知を図る。
・窓口対応の強化や，家族介護支
　援に関する制度等の情報共有，
　市の家族介護支援担当者との連
　携により，家族介護相談の対応
　体制を構築する。
・認知症サポーター養成講座や
　出前講座を実施し，地域で介護
　家族を支援する体制を作る。

・高齢者を介護している家族や近
　隣の援助者等を対象に，介護方
　法や効果的な記録方法，介護予
　防，介護者の健康づくり等につ
　いての知識・技術の習得などの
　観点から家族介護教室を開催す
　る。
・広報誌を活用し，介護に関する
　知識や技術の啓発活動を行う。

・介護家族を対象に，介護に関す
　る助言，情報共有を行い，介護
　者の心理的な負担の軽減ができ
　るような教室を開催する。教室開
　催にあたっては，将来的に介護
　者となりうる若年層や地域の見守
　り体制も視野に入れる。
・認知症になっても安心して暮らせ
　る街づくりを目指し，認知症サポ
　ーター養成講座を開催する。

・住民団体や当事者団体を対象
　に，家族介護教室を開催する。
・函館市社会福祉協議会各支所
　と協力し，地域住民や関係団体
　等へ効果的に周知する。
・住民団体や当事者団体，若年層
　や民間企業従事者を対象に，認
　知症サポーター養成講座の開
　催等で，介護知識に関する啓発
　活動を行う。

家族介護教室開催回数：２回

家
族
介
護
教
室

家族介護教室開催回数：２回 家族介護教室開催回数：２回 家族介護教室開催回数：２回 家族介護教室開催回数：２回

社　協

３　任意事業

（１）介護家族支援事業
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・個別課題解決機能は，圏域内で
　他職種が協働して個別ケースの
　支援内容を検討することによっ
　て，高齢者の課題解決・介護支
　援専門員の自立支援・地域の実
　情に応じた地域づくり，資源開発
　機能へ発展させていく。また，地
　域ケア会議開催の際は，地域ネ
　ットワーク構築・困難事例への対
　応・包括的継続的ケア体制の構
　築等も連動する。
・地域課題発見機能は，圏域内の
　桔梗町と港町の市営団地で，高
　齢者の実態把握や課題発見・解
　決を図り，地域関係機関等の相
　互連携を高めてネットワークを構
　築することを目的に開催する。桔
　梗町については，前年度に認知
　症をテーマに個別課題解決機能
　の地域ケア会議を実施し，地域
　の課題が見えてきたため，民生
　委員や地域住民を対象に，「認
　知症を理解して地域で暮らせる
　街づくり」をテーマに実施する。

・保健・医療・介護・福祉・行政等
　に関する関係機関の専門職種を
　招集し，それぞれの職種で得た
　情報・知識・技術などを相互に提
　供し活用することで，支援を必要
　としている高齢者や家族等に，
　サービスが包括的・継続的に提
　供されるような地域包括ケア体制
　を構築することを目的に地域ケア
　会議を開催する。
・個別課題解決機能では，多職種
　が協働して個別ケースの支援内
　容を検討することによって，高齢
　者の課題解決を支援するととも
　に，介護支援専門員の自立支援
　に資するケアマネジメントの実践
　力を高めることを目的に，旧戸井
　町圏域（年６回），旧恵山町圏域
　（年１２回），旧椴法華村，南茅部
　町圏域（年６回）実施する。
・地域課題発見機能では，個別課
　題分析等を積み重ねることによ
　り，地域に共通の課題を浮き彫り
　にし，解決策を検討することを目
　的に，各圏域（旧戸井町，恵山
　町，椴法華村，南茅部町）年１回
　ずつ実施する。

個別課題解決機能：８回

地域課題発見機能開催回数：２回 地域課題発見機能開催回数：５回 地域課題発見機能開催回数：６回 地域課題発見機能：８回 地域課題発見機能：２回 地域課題発見機能：４回

個別課題解決機能：４回個別課題解決機能開催回数：５回 個別課題解決機能開催回数：１１回 個別課題解決機能開催回数：１３回 個別課題解決機能：１７回

・個別ケースの地域ケア会議にて
　抽出された地域の課題につい
　て，地域住民や地域組織，民間
　企業，福祉医療関係者で協議す
　ることで，地域住民同士がお互
　いに関心を持ち合えるような地
　域づくりを行う。
・課題解決に向けては，必要な社
　会資源を利用し，不足しているも
　のについては開発を行う。
・問題解決に向けて新たな施策等
　が必要な場合，行政に対して課
　題の提言を行い，政策形成に結
　びつけていき，地域の問題が解
　決できるシステム構築へとつなげ
　る。

・総合相談やケアマネ支援ケース
　から個別課題解決機能のケース
　を抽出する。
・地域課題解決機能は，第６期介
　護保険事業計画や介護保険制
　度改定，診療報酬改定等を参照
　し，圏域における地域包括支援
　ネットワーク構築に必要なテーマ
　をとりあげ実施する。
・個人情報保護に配慮したうえで，
　広報誌やリーフレット，介護支援
　専門員の交流会等を活用し，地
　域へ会議開催報告を行う。

・個別課題解決機能は，「選定す
　る事例の抽出に関する要点」を
　まとめ，センター内や居宅介護
　支援事業所へ会議の活用を促
　すほか，平成２５年度に開催した
　事例のうち継続して開催が必要
　なケース，地域から相談をうけた
　ケースから事例を選定し実施す
　る。
・地域課題発見機能は，「安否確
　認」をテーマに，地域住民や地
　域で活動する多職種と考える機
　会を持ち，非常時により円滑に
　不安なく連携を図ることが出来る
　ことを考慮するとともに，今後の
　地域包括ケアの推進を目指す。

・個別課題解決機能は，総合相談
　支援や介護支援専門員個別支
　援，支援困難ケース等から事例
　の選定を行い，他職種が協働し
　て個別ケースの支援内容を検討
　することによって，高齢者の課題
　解決を支援するとともに，介護支
　援専門員の自立支援に資するケ
　アマネジメントの実践力を高め
　る。
・地域課題発見機能は，民生委員
　８方面を単位とし，平成２５年度
　の地域ケア会議から，地域の特
　徴や課題を整理したうえで，各
　方面会長と相談し，抽出された
　課題に対して地域ケア会議を開
　催する。また，資質向上を図るた
　め，事例検討会や研修会等を開
　催する。
・地域ケア会議開催により，医療・
　保健・福祉の専門職種，民生委
　員や町会関係者，その他の高
　齢者支援機関等との連携・協働
　によりネットワークの構築の維
　持，強化に努める。

地
域
ケ
ア
会
議

・桔梗西部地区と港北部町会で
　教室を開催する。
・運動，口腔，栄養の講話を交え，
　健康づくりに関する活動の体験
　や知識の普及に努める。
・平成２５年度に新規教室として実
　施した北浜町会と亀田港町会で
　フォロー教室を開催する。
・平成２４年度以前の新規教室に
　対して，必要時情報提供等を行
　う。

・浜町と日ノ浜町で教室を開催す
　る。
・専門職の講話や調理実習，運動
　実践，レクリェーション等を実施
　する。
・平成２５年度に新規教室として実
　施した小安町と古部町でフォロ
　ー教室を開催する。

４　地域包括ケア推進事業

あさひ こ　ん 厚生院 西　堀 よろこび 社　協

健
康
づ
く
り
教
室

・末広町および他１会場（未定）で
　教室を開催する。
・運動機能向上，口腔・栄養改善
　についてのプログラムを町会等
　の単位で実施する。
・平成２５年度に新規教室として実
　施した弥生町と豊川町の教室に
　対し，自主活動として継続できる
　ように支援し，定期的なフォロー
　アップ教室を開催する。
・平成２４年度以前の新規教室に
　対しても，必要時側面的な支援
　を行う。

・教育大学函館校，柳町道営住宅
　団地，上新川町会館で教室を開
　催する。
・運動種目を中心とし，認知機能
　維持のねらいを含めた料理教室
　やウォーキング企画も取り入れ
　る。
・平成２５年度に新規教室として実
　施した柏木町の教室にて，フォ
　ロー教室を開催する。
・平成２４年度以前の新規教室の
　自主活動を支援する。

・会場は未定だが，２会場で教室
　を開催する。
・運動実践のほか，グループワー
　クでの健康についての振り返り
　や，専門職の講話，レクリエー
　ション，調理実習等を行う。
・平成２５年度に新規教室として実
　施した湯川温泉町会，湯浜町
　会，榎本町会にて，フォロー教
　室を開催する。

・会場は未定だが，３会場で教室
　を開催する。
・介護予防に対する意識を高め，
　自立した生活の継続と社会参加
　の促進の助長を図るため，健康
　づくりに関する活動の体験や知
　識の普及を行う。
・平成２５年度に新規教室として実
　施した教室でフォロー教室を開
　催する。

教室開催回数：１２回×２会場教室開催回数：１２回×２会場 教室開催回数：１２回×３会場 教室開催回数：１８回×２会場
教室開催回数：１８回×２会場
　　　　　　　　　 １２回×１会場

教室開催回数：１２回×２会場

社　協

（４）高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

あさひ こ　ん 厚生院 西　堀 よろこび
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